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自
衛
官
募
集

～
平
和
を
仕
事
に
す
る
～

自
衛
隊
可
部
募
集
案
内
所

☎
０
８
２
‐
８
１
５
‐
３
９
８
０

【
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）】

資
格　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
応

募
資
格
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
）。

試
験	

受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

受
付　

年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
お

り
ま
す
（
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
）。

【
自
衛
官
候
補
生
（
女
子
）】

資
格　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
応

募
資
格
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
）。

試
験　

9
月
25
日
～
9
月
29
日
の

う
ち
指
定
す
る
１
日

受
付　

8
月
1
日
～
9
月
8
日

【
一
般
曹
候
補
生
】

資
格　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
応

募
資
格
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
）。

試
験　

一
次
試
験
：
9
月
18
日
・

19
日
の
う
ち
指
定
す
る
１
日

二
次
試
験
日
：
合
格
者
に
通
知

受
付　

8
月
1
日
～
9
月
8
日

【
航
空
学
生
】

資
格	

高
卒
（
見
込
含
）
21
歳
未
満

試
験　

一
次
試
験
：
9
月
23
日　

二
次
、
三
次
試
験
日
は
各
合
格
者

に
通
知

受
付　

8
月
1
日
～
9
月
8
日

※
本
庁
・
各
支
所
に
募
集
案
内
や

要
項
を
置
い
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
下
さ
い
。

自
衛
隊
広
島
地
方
協
力
本
部
Ｕ
Ｒ
Ｌ

http://w
w
w
.m
od.go.jp/pco/

hiroshim
a/

携
帯
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.m
od.go.jp/pco/

hiroshim
a/keitai.htm

広
島
県
立
三
次
看
護
専
門
学
校

オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル

参
加
者
募
集

広
島
県
立
三
次
看
護
専
門
学
校

☎
０
８
２
４
‐
６
２
‐
５
１
４
１

Ｆ
０
８
２
４
‐
６
２
‐
０
９
５
４

　

看
護
教
育
の
内
容
や
学
生
生
活

の
様
子
な
ど
を
住
民
の
皆
様
に

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
オ
ー
プ

ン
ス
ク
ー
ル
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

８
月
４
日
（
火
）

13
：
00
～
15
：
30
（
受
付
12
：
30
～
）　

場
所　

広
島
県
立
三
次
看
護
専
門

学
校
（
三
次
市
東
酒
屋
町
字
敦
盛

５
１
８
‐
１
）

内
容　

概
要
説
明
、
校
内
見
学
、

講
義
受
講
体
験
、個
別
進
路
相
談
、

白
衣
を
着
て
の
記
念
撮
影
、
看
護

実
技
体
験
（
身
体
観
察
用
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
ー
を
用
い
た
観
察
体
験
、

人
形
を
使
っ
た
救
急
蘇
生
法
、
血

圧
測
定
な
ど
）

　

展
示
コ
ー
ナ
ー
に
、学
生
生
活
，

本
校
入
学
試
験
問
題
、テ
キ
ス
ト
、

学
生
の
作
成
し
た
子
ど
も
の
お
も

ち
ゃ
な
ど
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

申
込　

不
要

地
域
で
若
者
の
出
会
い
と
結
婚
を

応
援
す
る

「
ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ
」
登
録
者
募
集

ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
・
Ｆ
０
８
２
‐
５
１
１
‐
1
２
１
６

　

広
島
県
で
は
、
地
域
に
お
い
て

結
婚
を
希
望
す
る
独
身
の
若
者
の

た
め
に
結
婚
支
援
活
動
を
行
う
団

体
を
「
ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ
」
と
任
命
し
、
そ
の
活
動

を
ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

す
る
と
と
も
に
、
立
ち
上
げ
や
活

動
を
支
援
し
ま
す
。

ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

の
活
動

•	

地
域
に
お
い
て
、
婚
活
イ
ベン
ト
な

ど
の
若
者
の
出
会
い
の
場
の
創
設

•	

地
域
の
結
婚
の
世
話
役
と
し
て
、

独
身
の
若
者
か
ら
の
出
会
い
に
関

す
る
相
談
を
受
け
る

•	

結
婚
に
向
け
て
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た

人
へ
の
声
掛
け
な
ど
フ
ォロ
ー
を
行

う

•	

行
政
主
催
の
婚
活
イ
ベ
ン
ト
に
お

せっ
か
い
役
と
し
て
参
加
す
る

http://w
w
w
.ikuchan.or.jp/

hirosapo/

対
象　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
既
に
活

動
を
行
っ
て
い
る
、
ま
た
は
こ
れ

か
ら
始
め
る
団
体

応
募
資
格

	①
地
域
に
お
い
て
若
者
の
出
会

い
の
場
を
つ
く
る

	②
個
人
で
な
く
団
体
で
あ
る

	③
営
利
を
目
的
と
し
な
い

	④
県
が
実
施
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー

ズ
研
修
「
結
婚
支
援
者
向
け

セ
ミ
ナ
ー
」を
受
講
す
る（
７
・

9
・
11
・
2
月
開
催
予
定　

受
講
必
須
は
1
回
）

活
動
支
援

	①
ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
て
、
地
域
の
お
せ
っ
か
い

役
と
し
て
広
く
紹
介
し
ま
す
。

	②
団
体
の
立
上
げ
経
費
や
活
動

経
費
に
つ
い
て
、
別
途
基
準

に
よ
り
審
査
の
う
え
１
団
体

に
つ
き
10
万
円
を
上
限
に
助

成
し
ま
す
。

★
第
1
回
ひ
ろ
し
ま
出
会
い
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ
研
修
会

「
結
婚
支
援
者
向
け
セ
ミ
ナ
ー
」

日
時　

7
月
6
日
（
月
）　

13
：
30
～
16
：
30
（
開
場
13
：
00
～
）

［
第
2
回
三
次
市
9
月
9
日（
水
）・

第
3
回
福
山
市
11
月
18
日
（
水
）	

開
催
予
定
］

場
所　

広
島
市
ま
ち
づ
く
り
市
民

交
流
プ
ラ
ザ

対
象
者　

地
域
で
の
結
婚
支
援
活

動
に
興
味
の
あ
る
方　

※
婚
活
を
し
て
い
る
独
身
の
方
の

参
加
は
受
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

定
員　

１
０
０
名

参
加
費　

無
料

安
芸
高
田
市
重
度
障
害
者

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス

（
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
）

社
会
福
祉
課
☎
42
‐
５
６
１
５

　

対
象
と
な
る
障
害
の
あ
る
方
に

対
し
て
、
安
芸
高
田
市
内
の
指
定

業
者
で
利
用
で
き
る
1
枚
５
０
０

円
の
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
（
お
太

助
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
）
を
最
大

年
間
96
枚
（
12
か
月
×
8
枚
）
交

付
し
ま
す
。

※
自
動
車
税
減
免
・
軽
自
動
車
税

減
免
を
受
け
て
い
る
方
は
交
付
枚

数
が
半
分
に
な
り
ま
す
。

※
居
住
地
特
例
で
施
設
入
所
な
ど

を
さ
れ
、
他
市
町
の
支
援
を
受
け

て
い
る
方
は
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

対
象
者

	①
視
覚
・
下
肢
・
体
幹
・
移
動

機
能
障
害
で
3
級
以
上
の
身

体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方

	②
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は
Ａ
を
お

持
ち
の
方

	③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
を
お
持
ち
の
方

使
用
期
限

　

今
年
度
、
交
付
し
て
い
る
お
太

助
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
期

限
は
平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
で

す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の

助
成
制
度

保
健
医
療
課
☎
42
‐
５
６
１
９

制
度
の
内
容
（
受
給
者
の
資
格
要

件
及
び
一
部
負
担
金
等
）

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
（
18
歳

到
達
年
度
末
ま
で
の
子
ど
も
の
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
が
対

象
）
が
受
け
た
医
療
費
の
自
己
負

担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
（
但

し
、
生
計
同
一
者
全
員
が
所
得
税

非
課
税
者
で
あ
る
こ
と
や
、
事
実

婚
で
は
な
い
等
の
受
給
条
件
が
あ

り
ま
す
）。

　

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
一
部

負
担
金
に
つ
い
て
は
、

通
院
５
０
０
円
／
日
（
医
療
機
関

ご
と
に
月
4
日
ま
で
）	

入
院	

５
０
０
円
／
日
（
医
療
機

関
ご
と
に
月
14
日
ま
で
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

受
給
者
証
更
新
申
請

保
健
医
療
課
☎
42
‐
５
６
１
９

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
資
格
認

定
に
つ
い
て
、
受
給
者
証
の
有
効

期
限
が
毎
年
７
月
31
日
で
あ
り
、

８
月
以
降
の
資
格
認
定
に
つ
い
て

は
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
、
市
役
所
（
保
健
医
療
課
又

は
各
支
所
窓
口
係
）
へ
届
出
に
必

要
な
も
の
を
ご
持
参
の
う
え
、
申

請
手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
一
部
の

方
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
６
月

中
旬
に
申
請
手
続
き
の
案
内
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

届
出
に
必
要
な
も
の

•	

健
康
保
険
証
（
本
人
な
ら
び

に
子
ど
も
の
名
前
が
入
っ
た

も
の
）

•	

認
め
の
印
鑑

•	

児
童
扶
養
手
当
の
証
書
ま
た

は
遺
族
年
金
証
書
（
い
ず
れ

も
受
給
し
て
い
る
方
の
み
）

※
平
成
27
年
１
月
１
日
に
安
芸
高

田
市
以
外
に
住
民
票
が
あ
っ
た
方

は
、
住
民
票
が
あ
っ
た
市
区
町
村

役
場
で
平
成
27
年
度
課
税
台
帳
記

載
事
項
証
明
書
（
控
除
額
の
省
略

が
な
い
も
の
）
の
交
付
を
受
け
た

後
、
届
出
時
に
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

平
成
27
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

広
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

☎
０
８
２
‐
５
０
２
‐
３
０
６
０

保
健
医
療
課
☎
42
‐
５
６
１
９

⑴
平
成
27
年
度
の
所
得
割
率
と

　
均
等
割
額

・
所
得
割
率
…
８
．
４
３
％

・
均
等
割
額
…
４
４
，
０
３
２
円

保
険
料
の
決
め
方

年
間
保
険
料
額
（
※
１
）（
※
３
）

＝
均
等
割
額
（
４
４
，
０
３
２

円
）
＋
所
得
割
額
（
総
所
得
金
額

等
（
※
２
）

－

基
礎
控
除
（
33
万

円
））
×
８
．
４
３
％

※
１　

保
険
料
は
、
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
を
１
年
と
し
て
年
間

保
険
料
が
計
算
さ
れ
ま
す
。

※
２　

総
所
得
金
額
等
と
は
、「
年

金
収
入

－

公
的
年
金
控
除
」、「
事

業
収
入

－

必
要
経
費
」
等
で
、
社

会
保
険
料
等
の
各
種
所
得
控
除
前

の
金
額
で
す
。
ま
た
、
退
職
所
得

以
外
の
分
離
課
税
の
所
得
金
額

（
土
地
・
建
物
や
株
式
等
の
譲
渡

所
得
な
ど
で
特
別
控
除
後
の
額
）

も
総
所
得
金
額
等
に
含
ま
れ
ま

す
。

※
３　

年
間
保
険
料
の
限
度
額

は
、
57
万
円
で
す
。

⑵
所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険
者

　
に
対
す
る
保
険
料
軽
減

①
均
等
割
額
の
軽
減

世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の

所
得
の
合
計
額
に
応
じ
て
2
割
～

9
割
の
軽
減
が
あ
り
ま
す
。

②
所
得
割
額
の
軽
減

所
得
割
額
の
計
算
の
際
に
、（
総

所
得
金
額
等

－

基
礎
控
除
（
33
万

円
））
が
58
万
円
以
下
の
方
は
所

得
割
額
が
5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

③
健
保
組
合
等
の
被
扶
養
者
で　

　

あ
っ
た
被
保
険
者

均
等
割
額
が
9
割
軽
減
に
な
り
、

所
得
割
額
の
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。

⑶
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書

◎
平
成
26
年
所
得
を
も
と
に
計
算

し
た
保
険
料
決
定
通
知
書
は
７
月

中
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。
保
険
料

に
関
す
る
通
知
書
が
届
い
た
場
合

に
は
、
計
算
・
支
払
い
方
法
等
の

ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度

保
健
医
療
課
☎
42
‐
５
６
１
９

制
度
の
内
容
（
受
給
者
の
資
格
要

件
及
び
一
部
負
担
金
等
）

　

身
体
障
害
者
手
帳
1
～
3
級
の

方
・
療
育
手
帳
Ⓐ	

・
Ａ
・
Ⓑ
の
方

が
受
け
た
医
療
費
の
自
己
負
担
分

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
（
但
し
、

本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
に

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）。

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
一
部
負

担
金
に
つ
い
て
は
、

通
院
２
０
０
円
／
日
（
医
療
機
関

ご
と
に
月
4
日
ま
で
）	

入
院
２
０
０
円
／
日
（
医
療
機
関

ご
と
に
月
14
日
ま
で
）

※
現
在
重
度
心
身
障
害
者
医
療
資

格
認
定
を
受
け
て
お
ら
れ
る
方
の

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31

日
で
す
。
８
月
以
降
の
資
格
認
定

は
自
動
更
新
と
な
っ
て
お
り
、
該

当
の
方
へ
は
7
月
中
旬
に
受
給
者

証
を
送
付
し
ま
す
。

募
　
集

福
　
祉

2223


